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宅地建物取引士法定講習会受講のお願い
取引士証の交付・更新に必要な「法定講習会」は宅建協会で

令和４年度　宅地建物取引士法定講習会日程

※コロナウイルス感染拡大の状況により、今後の講習の実施方法が変更になる場合もございます。
〇法定講習会は取引士証の有効期限の 6カ月前から受講ができます。
〇更新対象者には宅建協会より「受講のご案内」を送付いたしますので、案内に従って、宅建協
会へ申し込み手続きを行ってください。

〇コロナウイルス感染防止のため、昼食・お茶・コーヒーの無料サービスは中止させていただき
ます。

〇講習会場の駐車場は無料で利用できます。

第１回
第２回
第３回
第４回

令和４年　５月１９日（木）（終了）
令和４年１０月　４日（火）
令和４年１２月１３日（火）
令和５年　２月　７日（火）

徳島グランヴィリオホテル
徳島市万代町３丁目５－１

宅建協会主催の

　宅建協会では、これまで徳島県で唯一の宅地建物取引士法定講
習の指定団体として、法定講習会を実施して参りましたが、平成
29年度より他団体も指定団体となり法定講習会を実施することと
なりました。
　そのため、今後は「宅建協会が実施する法定講習の受講案内」
と「他団体が実施する法定講習の受講案内」が、それぞれ取引士
宛て送付されることになり、取引士証の有効期限や更新案内の発
送時期によっては、他団体からの受講案内が先に届く場合があり
ます。
　宅建協会では、有効期限が近づいた取引士の方には、「受講の
ご案内」を必ず送付しておりますので、宅建協会員並びに取引士
の皆様におかれましては、これまで通り、必ず宅建協会が実施す
る法定講習会を受講していただくようお願い申し上げます。
　また、試験合格後１年以上経過している方や、有効期限切れで
新たに取引士証の交付を希望する方は、必要書類をお送りいたし
ますので、宅建協会までご連絡下さい。

■受講申込・問い合わせ
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